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(イ） 報酬、費用弁償について
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（2） 消防団事業の実施状況及び実施計画について（報告）
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消防団における諸課題について
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石

（1） 匝瑳市消防団の現状について
[R5.4.1現在］

（ア）組織について

現行の消防団組織は、消防団本部及び12分団で組織する。
消防団員の定員は、匝瑳市消防団条例第3条の規定により676人と定められており、組織及

び配置については、匝瑳市消防団規則第2条の規定により次のように定められている。

1全体I

団員本部付
(分団長）

合計階級 分団長 副分団長 部長 班長団長 副団長
基本 機能別

定数 516 6768 12 15 40 80I 4

実員数 7 63112 15 40 80 4641 4 8

－45 －45定数との差 0 0 0 00 0 0

口団本部
’ ’1 0

本部付
(分団長）

計
差

数
の

定
と定数計 実員計団長 副団長

団本部 01 4 8 13 13

q分団

階級 計
差

数
の

定
と実員計|雛雷贄定数計部長 班長 団員分団長 副分団長

所属 1 1 1 1

－11 ，

中央分団 79 1 181 －22 12 601 6

第1部 13 13 0 02 101

第2部 013 13 02 101

第3部 13 13 0 02 101
ロ 1 1 1 1 ’1

第4部 －213 11 02 101

第5部 13 13 0 0101 2

第6部 013 13 12 101
ロ I

30
患熱

1匝瑳分団 －538 33 02 41

第1部 18 14 0 －4151 2

第2部 17 0 －115 181 2

38 1 0豊栄分団 0382 4 301 I

第1部 0 015 18 181 2

， 第2部 18 18 0 0151 2

I ‘
内4瓦、“

雛彫馨;草-：

吉田分団 －138 37 02 4 301 1 I■
■

第1部 18 17 0 －1151 2

第2部 18 0 0181 2 15
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階級

実員計|鱸認
計
差

数
の

定
と部長分団長 副分団長 班長 定数計団員

所属

34
ロ ］

飯高分団 38 01 I 2 4 30 -4I

第1部 18 18 0 01 2 15

第2部 18 14 0 －41 2 15"

36豊和分団 3 47 39 0 －8I I 6

第1部 15 15 0 01 2 12

第2部 15 01 2 12 14 －1

第3部 15 8 0 －71 2 12

1 40椿海分団 54 50 0 －4I 4 8

第1部 13 12 01 2 －110

第2部 2 13 10 0 －31 10

第3部 13 13 0 01 2 10

第4部 2 13 13 0 01 10

1平和分団 54 48 2 －64 8 40I

第1部 13 13 0 01 2 10

第2部 13 9 1 －41 2 10

第3部 13 12 0 －11 2 10

－11第4部 13 121 2 10

0共與分団 38 38 01 2 4 301

第1部 15 18 18 0 01 2

第2部 15 18 18 0 01 2

1須賀分団 1 3830 36 4 －22 4

第1部 17 315 18 －11 2

第2部 1715 18 1 －11 2

90野田分団 107 06 111 －4I 2 12

第1部 17 17 0 01 2 14

第2部 20 20 0 01 2 17

第3部 19 19 0 01 2 16

第4部 15 0 －315 181 2

第5部 17 17 0 01 2 14

'6 1 0第6部 17 －11 2 14

70栄分団 5 88 79 0 －91 2 10

第1部 15 0 －3121 2 12

第2部 15 15 0 02 121

第3部 019 18 －11 2 16

第4部 17 15 0 －2141 2
ー

第5部 16 0 －3191 2 16

’ 7 ’計 ｜］5 1 40 1 80 1 516 1 663 115 516 66340 80
〈
ロ 618 －4512

窒



(イ）報酬、費用弁償について

匝瑳市消防団条例第14条の規定により次のように定められてる。

なお、条例の改正により団員報酬は令和4年度から各階級5,000円の増額を行っている。

（ただし、機能別消防団員は、2,000円の増額）

（報酬及び費用弁償）

第14条団員に対して、別表第1に掲げる額の報酬を支給する。ただし、新任者にはそ

の翌月分から、退職者又は死亡者にはその月分までそれぞれ月割計算により支給する。

2団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。支給する旅費の

額及び支給方法は、匝瑳市職員等の旅費に関する条例（平成18年匝瑳市条例第47号）の

例による。この場合において、同条例中、団長、副団長及び分団長については7級の職

務にある者、その他の団員については4級の職務にある者とみなす。

3前項に規定する場合を除き、団員には、別表第2に掲げる費用弁償を支給する。

4報酬及び前項の費用弁償は、年4回に分けて、6月、9月、12月及び3月に支給する。

別表第1

階級名 報酬年額

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

円
一
円
一
円
一
円
一
円
一
一
円

110,000

76，000

61，000

43，000

37,000

29，000

団員 25,000円

10,000円ただし、機能別消防団員は、

別表第2

支給対象

教養訓練その他の訓練に参加した団員

火災予防又は風水害等の警戒に出動し、業務に従事した団員

災害現場に出動し、業務に従事した団員

ポンプ点検整備に従事した団員

支給額

叫
一
伽
一
伽
一
伽

1回につき

1回につき

1回につき

1回につき

川
一
Ⅷ
｜
Ⅷ
｜
刎

S



(ウ）消防車両、施設等について

匝瑳市消防団配備車両"ポンプ一覧
令和5年4月1日現在

車 両 ポンプ
製作所

水
槽 鬮

囹

燃
料

軽

種 別

１
１

登録番号
（千葉）

総重量車検満了日車種 登録年月日

１
１

|園本部J｡｡" |
||蕊Ⅷ瓢｜ ※ﾝプ富鱸 ’

指令車団本部

ポンプ自動車第1部

三菱
ﾃﾞﾘｶD:5

R6.12.1R2.122800そ5989

日野
デュトロ

モリタ軽 4,730kgR7.2.2H21.1298O4ね1

ナカムラ

消防化学
トヨタ

ダイナ
4,600kg軽R6.2.22H24.2.23800り 2ポンプ自動車第2部

日野
ﾃ ｭ゙ﾄﾛ

モリタ4,530kg軽R7.124H25.1 .25800ろ 3中
央
分
団

第3部

ナカムラ

消防化学
日野
ﾃﾞｭﾄﾛ

ポンプ自動車 6.020kg、軽R7.2.24H31.2.25830ひ4○第4部
(水槽付:1,000灘）

|川轌’2,910kg日産
アトラス

トーハツガR6.11 .16H22.11.17800み5第5部

野
抑

［
口
一
丁

モリタ軽 4,710kgR6.1.27H20.1.28830て2007第6部

菱
塞

三
群

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付:600剛）

4,980kg軽 トーハツR6.3.27H30328830も123匝
瑳
分
団

○第1部

日産
ｱﾄﾗｽ

2,910kg トーハツガR6.1119H22.11.17830す1192|小型動力ポンプ付積載車第2部

R2.3.30いす堂
エルフ

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付:900剛）

4,990kg トーハツ軽R6.3.29豊
栄
分
団

830さ1041○第1部
■ ■

日産
アトラス

ガ 2,910kg トーハツR6.5.16H24.2.23830さ1043小型動力ポンプ付積載車第2部

日産
ｱﾄﾗｽ

2,920kg トーハツガR6.2.21H302.22830ぬ911吉
田
分
団

小型動力ポンプ付積載車第1部

R5.12,9小型動力ポンプ付積載車
〈水槽付流加0灘ン

8“さ4944
日産
ｱﾄﾗｽ

富士重工5,070kg軽H1t.12.70○第2部

いす笈
エルフ

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付:900繩）

4,990kg トーハツ軽R6.2.21R4.2.22830す2022飯
高
分
団

○第1部

日産
アトラス

2,910kg トーハツR5.12.14 ガH21.12.11831ゆ 119小型動力ポンプ付積載車第2部

日野
ﾃ ｭ゙ﾄﾛ

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付:600剛）

4,790kg トーハツ軽R7.2.26H31.2.27

口

800そ4281○第1部

豊
和
分
団

三菱
ｷｬﾝﾀｰ

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付:1,000剛）

4,950kg トーハツ軽R6.5.22H20.1.30830そ1048○第2部

%2,980kg日産
アトラス

トーハツR7.4.5 ガH292.21800そ2547小型動力ポンプ付積載車第3部

日産
ｱﾄﾗｽ

2,870kg トーハツガR7.3.28H25.1.28800せ9250小型動力ポンプ付積載車第1部

H11.12.10800さ4945第2部
日産
ｱﾄﾗｽ

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付符1期0灘〉

富士重工
＝.－

5,070kgR5.12.27 軽椿
海
分
団

○

日産
アトラス

2,920kg トーハツガR6.3.21H302.22800そ3435小型動力ポンプ付積載車第3部

トーハツ日産
アトラス

2,910kgR61117 ガH22.11.17800せ7274第4部
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車 両 ポンプ
製作所

水
槽種 別 燃

料
登録番号
（千葉）

車種 総重量登録年月日 車検満了日

日産
ｱﾄﾗｽ

H25.1 .28 R7.3.18 ガ 2,870kg トーハツ小型動力ポンプ付積載車 805の 1第1部

日産
アトラス

平
和
分
団

R7.2.21 ガ 3,010kgH29.2.21 トーハツ小型動力ポンプ付積載車 801な 2第2部

日産
ｱﾄﾗｽ

R5.12.15 ガ 2,910kg トーハツH21 .12.11小型動力ポンプ付積載車 800み 3第3部

いす筥
エルフ

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付:900剛）

R7.3.2 軽 4,900kg トーハツR3.2.26○ 830ぼ 4第4部

日産
ｱﾄﾗｽ

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付:1,000剛）

共
興
分
団

R7.1.10 軽 5,070kg ラビットH1012.1○ 800さ1655第1部

日産
ｱﾄﾗｽ

R5.12.16 ガ 2,910kg トーハツH2112.11小型動力ポンプ付積載車 800せ6410第2部

いすエ
エルフ

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付:900剛）

須
賀
分
団

軽R6.2.21 4,990kg トーハツR4.222807は 1○第1部

第2部
日産
アトラス

H24.2.23 R6.2.25 ガ 2,910kg トーハツ2小型動力ポンプ付積載車 830ら

日産
アトラス

2,910kgH22.11.17 R6.11.16 ガ トーハツ小型動力ポンプ付積載車 830ち 101第1部

ナカムラ

消防化学
野
抑

［
口
一
丁

ポンプ自動車
(水槽付:1,000繩）

R7.3.12 軽 5,860kgH29.3.13830そ 102○第2部

日産
アトラス

野
田
分
団

2,960kgH24.119 R6.1.20 ガ トーハツ小型動力ポンプ付積載車 830ち 103第3部

三菱
ｷｬﾝﾀｰ

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付:1,000繩）

軽 4,950H20.1 .30 R61.31 kg トーハツ○ 830な 21第4部

ナカムラ

消防化学
いす堂
エルフ

R6.3.24 軽4,920kg4,920R2.228ポンプ自動車 801と 5第5部

H251.28
日産
アトラス

2,910kgR7.2.20 ガ トーハツ小型動力ポンプ付積載車 801て1111第6部

日産
アトラス

R7.1_26 ガ 2,910kg トーハツH211.27小型動力ポンプ付積載車 830さ3001第1部

三菱
ｷｬﾝﾀｰ

小型動力ポンプ付積載車
（水槽付:1,000灘）

軽 4,980kg トーハツH20.1.9 R6.1.21830さ3002○第2部

栄
分
団

三菱
ｷｬﾝﾀｰ

軽 4,390kgH12.3.22 R6.4.17 畠山ポンプポンプ自動車 800さ6001第3部

ナカムラ

消防化学
日野
ﾃﾞｭﾄﾛ

ポンプ自動車
(水槽付:1,000照）

軽H31.2.26 R7.3.2 6.040kg○ 830な44第4部

ナカムラ

消防化学
いす堂
エルフ

軽R2.1217 R7.1 .19 4,870kgポンプ自動車 830ち130第5部

口指令車 1台

ロポンプ自動車 10台（うち水槽付3台）

口小型動力ポンプ付積載車30台（うち水槽付12台）

■合計41台(3.5t以上22台）

ポンプ級別:A2

ポンプ級別:B3

初年度登録年月日から起算して20年を経過した車両から更新を計画する。原則として現状配備して
いる車両と同種別の車両に更新する。なお、水槽付車両を各分団に確保するように配備する。（特別な
事情がある場合はこの限りではない。）
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■消防施設等について

消防施設等の整備については、各分団へ消防施設要望調査を実施し、計画的に整備する。

消防機庫・ホース乾燥塔一覧

令和5年4月1日現在

消防機庫ホース 備考
（詰所） 乾燥塔
消防機庫
（詰所）

ホース
備考

乾燥塔’
区分区分

管轄区域
分団別団別

○
一
○
’
○
一
○
○
一
○
｜

○
一
○
○
’
○
’
○
一
○
’

○

○

○

○
’
○
一
○
一
○

１
１

|仲町､砂原
’墨
細
罵

■■■■■■■■■■■■■■

中央分団

１

函
隠
Ｆ

「
一

ｌ
ト
Ｌ
ｒ

’
’匝瑳分団

貝塚、飯倉新田、通町、時曽根、幸田南外、
第1部

池端、台谷、中貫、西之内、雇用促進、団地
統合機庫○○ ’豊栄分団

新、木積、田久保、青葉谷、久方、亀崎、
第2部

富岡、牛岡

統合機庫

第2部

○○吉田分団

南山崎、南神崎

園
I■■

統合機庫１
１
１
１

’’

I
’

○○飯高分団

○
’
○
一
○

○
’
○
’
○

○
豊和分団

’

'第3部

○○第1部

柳田、東柳田、 2班、3組、東八丁歩、

学校前、二條、分野、新興分野、瀬戸谷、

廿一町、蓮入、椿団地、椿シティ

仲町、押角、寄島、東町、舟戸町、

四軒町、沖北、沖南、学園台

○○第2部
椿海分団

第3部
○○

’第4部’ ○ ×

6



’’ I
ホ

’
消防機庫

（詰所）

区分区分 ース

乾燥塔
備考管轄区域

分団別団別

川向、安巻、萩曽根、郷内示、御門、仲才、

山里、藤四郎野
○ ○第1部

籾内、大街道、東原、西原、荒句、高野、

荻野
○ ○第2部平和分団

二
一
一
車
一
一

谷
谷
東
高
野

下
長
、
、
高

、
、
笹
賀
、

谷
谷
崎
小
須
里

東
上
吉
西
横
蕪

部
部
部
部
部
部

３
４
１
２
１

２

第
第
第
第
第
一
第

東谷

上谷、下谷

○
’
○
’
’
○
’
○

１
１
１

上平、新宿、すみれ団地、

吉崎、長谷

西小笹、東小笹、登戸

横須賀、高

１
１
１
１

共興分団

統合機庫○ ○須賀分団

大根畑、鯨橋、前古屋、高士内、後里、

内裏丘
○ ○第1部

大坪、上の馬場、御城、古町、宮前、西宿、

新生、松山、丸の内
○○第2部

野田分団
○
’
○
’
○
’
○
’
’
○
’
○
’
○
’
’
○
’
○

認
一
銅
認
銅
調
認
一
謡
認
一
謡

釜前、野手浜

今泉丘

今泉浜

新堀丘浜

川辺上方

堀川丘

中郷、新田、和田、高松、川辺浜栄分団

栢田丘

栢田浜、堀川浜

合 ’ 36 1’ 計

'7



消防機庫の設置状況(トイレ･水道･建築年･戸別受信機）
令和5年4月1日時点

I’ 備考所在地

八日市場イ2626番地6

消防機庫 戸別受信機設置年

平成22年

平成28年

平成22年

平成22年

平成22年

平成22年

平成22年

平成22年

■固■ｌ
１
－
２
－
３
－
４
ｌ
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(2)消防団事業の実施状況及び実施計画について（報告）

令和4年度匝瑳市消防団主要事業実績報告

Ⅱ

内容事業種別 場所月 日
ロ

･令和3年度事業実績
･令和4年度事業計画(案）
･令和4年度予算執行方針(案）

令和4年
4月9日(士）

野栄総合支所消防団役員総会
ほか

ロ

合同演習の実施
※班長階級以上及び新入団員を

対象とした
市役所北側駐車場規律訓練4月24日（日）

Ⅱ

出場部隊が

中央分団第1部のみのため中止

認

6月18日(士）
海匝支部消防操法大会
現地訓練 鱸

ス．

6月26日（日）

癖
灘
議
蕊
灘

第62回海匝支部
消防操法大会 由

千葉県消防学校 （
(市原市菊間783-1）

第58回
千葉県消防操法大会

中央分団第1部を派遣7月30日（士）
1 1 1

p ll I

第1回
消防団幹部役員会

消防定例表彰について
中継送水訓練の実施についてほか

野栄総合支所8月20日(士）

1 1 1
ロ

市内一円市総合防災訓練 台風の影響により中止9月25日（日）

･ポンプ車操法の部
･小型ポンプ操法の部

秋山団長、来賓として参列

第29回
全国消防操法大会

Ⅱ

千葉県消防学校10月29日（士）

I ， I

1 1

I

消防ポンプの適切な使用方法を学ぶ、
中継及び送水訓練の実施

匝瑳市役所・吉田小
共興小・野田小

■

中継送水訓練11月6日（日）
． ’

Ⅱ ロ

O ロ

1 1 1

市民ふれあいセンター
東側広場

チェーンソー使用時の危険防止のた
め、適切な取扱方法を学ぶ。

チェーンソー

取扱講習会
11月19日(士）

’1

1 1 1

･歳末特別警戒の実施について
･消防出初式の挙行について
･飯高寺火災防御訓練の実施に

一ﾌいて

第2回
消防団幹部役員会

野栄総合支所12月3日(士）

ほか
1 1

ロ

消防出初式に係る予行演習の実施八日市場ドーム12月18日（日） 消防出初式演習
■ I【

■ ロ

歳末特別警戒（夜警）及び機械器具
点検の実施
・市長巡視は、28日（水）に実施

12月28日（水）
～31日（士）

市内一円歳末特別警戒

ﾛ ロ Ⅱ

9
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1

’

1

内容事業種別 場所月 日

令和5年
1月7日(士）

市民ふれあいセンター 雨天のため、表彰のみ実施匝瑳市消防出初式

国の重要文化財「飯高寺」における火災等
の災害発生時における初動体制の確立を図
るとともに、円滑な各消防部隊の火災延焼
防止活動を総合的に実施

飯高寺火災防御訓練 飯高寺及び周辺地域1月28日（士）

･令和4年度主要事業実績及び
令和5年度主要事業計画(案)について

､令和5年度消防団員名簿の作成について
･第73回千葉県消防大会についてほか

第3回
消防団幹部役員会

市役所議会棟2月4日(士）

令和5年度に延期役員視察研修時期未定

青葉の森公園
芸術文化ホール
(千葉市）

第73回
千葉県消防大会

宮崎・宇井副団長参列3月24日(金）
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毎
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令和5年度匝瑳市消防団主要事業計画

内容事業種別 場所月 日

･令和4年度事業実績
･令和5年度事業計画
･令和5年度予算執行方針

令和5年
4月15日（士）

市民ふれあいセンター消防団役員総会
ほか

合同演習の実施
雨：班長階級以上及び新規団員

市役所北側駐車場
雨：八日市場ドーム

4月23日（日）
［雨天決行］

規律訓練

・ポンプ車操法の部 （6ヶ部）
・小型ポンプ操法の部（15ヶ部）
※最優秀賞及び優秀賞受賞部は、海匝支部

消防操法大会へ出場

第17回
市消防操法大会

5月21日（日）
[荒天中止］

市役所南側駐車場

千葉科学大学
マリーナキャンパス

駐車場

6月17日(土）
［荒天中止］

海匝支部消防操法大会
現地訓練

3市の海匝大会出場部による現地訓練

市大会最優秀賞及び優秀賞受賞部
・ポンプ車操法の部(中央4．1部）
・小型ポンプ操法の部(豊和2部）

を派遣
※最優秀賞部隊(中央4．豊和2)は、

千葉県消防操法大会へ出場

千葉科学大学
マリーナキャンパス

駐車場

第63回海匝支部
消防操法大会

6月25日（日）
[荒天中止］

卜
Ｌ
ｂ
Ⅱ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｆ
Ｉ

海匝大会最優秀賞受賞部を派遣
・中央4部(ポンプ車操法の部）
・豐和2部(小型ポンプ操法の部）

7月22日(土）

[雨天延期］
7月29日(士）

第59回
千葉県消防操法大会

千葉県消防学校
(市原市菊間783-1)

第1回
消防団幹部役員会

消防定例表彰について
市総合防災訓練への参加について

ほか

市役所議会棟8月19日（士）

１
１

八日市場1中

吉田小・野栄中
野田小

消防ポンプの適切な使用方法を学ぶ、
中継及び送水訓練の実施

中継送水訓練10月22日（日）

９ 市総合防災訓練への参加市総合防災訓練 市内一円11月5日（日）

歳末特別警戒の実施について
消防出初式の挙行について
飯高寺火災防御訓練の実施について

ほか

第2回
消防団幹部役員会

市役所議会棟12月2日（土）

消防出初式に係る予行演習の実施消防出初式演習 八日市場ドーム12月17日（日）

12月28日(木）
1

12月31日（日）

歳末特別警戒（夜警）及び機械器具
点検の実施
・市長巡視は、28日（木）を予定

市内一円歳末特別警戒

晴：市役所南側駐車場
雨：八日市場ドーム

令和6年
1月13日(土）

消防出初式の挙行匝瑳市消防出初式

国の重要文化財「飯高寺」における火
災等の災害発生時における初動体制の
確立を図るとともに、円滑な各消防部
隊の火災延焼防止活動を総合的に実施

飯高寺及び周辺地域1月下洵 飯高寺火災防御訓練

、



｜ 場所 ’ 内容事業種別月 日

防災体験学習施設
そなエリア東京(有明）

ほか

2月10日(土）
～11日（日）

役員視察研修 役員視察研修の実施

､令和5年度主要事業実績及び
令和6年度主要事業計画(案)について

･令和6年度消防団員名簿の作成について
･第74回千葉県消防大会についてほか

第3回
消防団幹部役員会

未定2月17日(土）

第74回
千葉県消防大会

千葉市内 千葉県消防大会に参列3月下旬
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（3）その他

消防団における諸課題

・団員報酬等の個人支給の導入について（令和6年度から）

･団員報酬の増額及び出動報酬の創設について

･団員の負担軽減について

活動服の更新について

1S



○匝瑳市消防委員会条例

平成18年1月23日

条例第130号

（設置）

第1条市は、消防の充実発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るた

め、匝瑳市消防委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第2条委員会は、消防団員の服務、待遇、消防施設の改善その他消防に関する

重要事項について、市長の諮問に答え、又は市長に建議する。

（組織）

第3条委員会は、委員12人をもって組織する。

2委員は、次に掲げる者から市長が委嘱する。

（1） 市議会議員3人

（2） 消防関係者3人

（3） 学識経験者6人

（任期）

第4条委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充さ

れた委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3第1項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により市長が委嘱した委員の

任期は、当該地位又は職にある期間とする。

（委員長等）

第5条委員会に委員長を置き、委員長は、委員の中から互選する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が

指名した委員がその職務を代理する。

（議事）

第6条委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長が議長と

なる。

1/2



2前項に掲げるもののほか、委員総数の3分の2以上の者から委員会に付議す

べき事件を付して要求があったときは、委員長は会議を招集しなければならな

い。
－一 一一

3会議の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじ

め委員に通知しなければならない。

4委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。た

だし、同一事件について再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限

りでない。

5委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数（

長の決するところによる。

（庶務）

第7条委員会の庶務は、総務課において処理する。

（委任）

第8条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

可否同数のときは、委員

附則

この条例は、公布の日から施行する。

や
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匝瑳市消防委員会 席次表

出入口

(議長席）
●

司

華
河 晴夫委員●畔 ●小川博之委員

及川重幸委員● ●増田正義委員

ﾛ■■■■

太田康晴委員● ●内山隼人委員

●秋山忠史委員子安 馨委員●

●宮崎良喜委員鈴木淳一委員●

|･…ゞ”石田進康委員●

I

’
出入口

●●●

（事務局）


